
２０１９年度地域生活支援拠点事業 ～２０２０年度以降の相談・サービスの在り方へ向けて～ 

（社福）あしたば 中野学園 

  実施していた支援内容 これまでの実績 今後の在り方 

対象者 事前登録障害者（児） ○緑区及び若葉区在住または、緑区・若葉区内の障害福祉サ

ービス事業所を利用する障害者。 

○他区在住者への対応も必要に応じ実施。 

○独居者の登録が増加傾向。 

○事業の特質上、地区や対象者を限定しての対応は困難な事

例が発生することから、複数の事業所設置については十分に

当該事業の機能や運営方法についての検討が必要。 

実施事業 ①相談事業 ○相談依頼については、直接拠点事業宛のものは数件しかな

く、ほとんどのケースが委託相談事業所からのものである。 

〇あんしんケアセンターからなどの親の介護相談を通じて

対象者の存在が顕在化するケースが増えている。 

○相談に関しては、原則委託相談が主となって行うことで実施。 

○計画相談が障害サービスを利用するためだけのものと思われ 

ている。将来を見据えての提案や、サービスの見直しなどの機能 

もあることが認識されていない。 

○計画相談支援の果たすべき機能と求められる役割をあらた

めて検証、確認を行う。 

○利用者にとって安心できる相談事業所または相談支援者と

の連携を取りながら進めることが大切。 

②自立訓練事業 ○親亡き後を見据え、親離れ子離れの必要性について教化

し、（計画）事業者（個別給付の利用）に繋げる。 

○親亡き後の生活体験のため、空床を確保した。 

○高齢の親子等では相互依存が強いケースが多い。 

○困った生活が常態化し、積極的により良い生活への改善を図ろ

うとする意欲が薄い。（諦め感が強い） 

○使える社会資源の開拓が必要（体験用の GHなど）。 

○家族以外の人的支援の構築。資源の説明を継続していく。 

○将来の生活様態を具体的にイメージできるための、社会資

源の用意が必要。 

○体験については場所だけではなく支援者の想定も大事。 

③緊急時受入事業 ○緊急のサービス提供に備え、サービス提供事業者の協力を

得て 24時間緊急連絡網を構築する。実際の受入れについて

は個別給付で対応する。 

○一次受け入れ先として、２～3日程度の緊急時の受入れ用 

に短期入所できる空床の確保を行った。 

○緊急時の受入れ先は通常時でも利用していないと障害の特性 

などの問題から受入れが困難。 

○拠点事業所と協力事業者との間で相互に有益な役割分担の検 

討が必要。 

○緊急受け入れを 2～3日程度としたが、その後の利用先がなく 

長期化する傾向が見受けられる。 

○緊急時、在宅支援等を利用し独居で対応することを検討する 

が、周囲は入所やＧＨ等を強く望み本人の意思に叶わないことが 

ある。 

○当該年度は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で空床利用が困難となった。 

○二次受け入れ先として協力事業者に引き継ぐために、市内 

事業者等への当該事業の周知、協力を働きかける。拠点加算 

などの検討を図る。 

○居宅サービス事業所の協力を得るために、事業の周知、協 

力に努める。 

○夜間の万一の対応に備え、体制の検討・整備を行う。 

○対象者に児童のケースが増加傾向にある。 

○緊急対応であっても可能な限り本人の希望に沿って支援を

考える。 

④人材育成事業 ○相談の拠点となれる事業者を育成することを念頭に、「障

害種別にとらわれない相談支援員の育成」と「多重問題を抱

えた相談支援員のサポートができる人材の育成」に必要な研

修を実施する（スキルを磨き、ノウハウを伝える）。 

○新規事業所との企画を目指したが、新規事業所の整備ができな

かったので計画が大幅にずれ込んでしまった。 

○福祉サービス利用計画を利用する本人を招聘し、現状の率直な 

意見を聞かせてもらう計画としたが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ禍のため中止 

○市内相談事業の実績を踏まえて、目指すべき相談支援専門 

員の姿を再認識してもらえるよう、公的なサービスはもちろ 

んそれ以外のインフォーマルなものを生み出すための発想 

力を生み出す一助となる研修を行う。 

⑤地域の体制づくり事業 ○地域運営委員会、多職種連携会議、子供・若者総合相談セ

ンター、地域支え合い型訪問通所支援などと連携し、地域の

中で見守る体制（見守りが必要な障害者が地域にいることを

知ってもらう）を構築する。 

○また事例を積み上げたうえで自立支援協議会を活用し、

2020 年度以降の本市（全域）の相談支援体制及びサービ

ス提供体制の在り方について検討を行う。 

○高齢者を中心とした検討が行われている一方、障害者について 

ほとんど触れられていないことを実感。 

○障害者の地域生活についてはマスメディアによる事件報道ぐ 

らいしか触れる機会がないため、拠点事業も犯罪の通報先くらい 

にしかとらえていない。 

○一般市民と共に「我が事・丸ごと」の共生を意識し、「みんな 

の学校」の上映会を行った（２０１８年度）。 

○2020 年度に向けて「拠点の在り方」について、作業部会で 

の検討を行った（２０１９年度） 

○高齢者等の主な課題をテーマにする会議が多い現状の中 

で、継続して多くの会議で地域には障害者もいることを発信 

し続けていく必要がある。 

○福祉関係機関や、関係者だけに留まらず、一般市民を取り 

入れた企画を意識する。 

○委託相談と拠点事業の役割について検討の必要がある。 

○「拠点の在り方」については引き続き作業部会にて果たす

べき様々な機能などで検討を図る。 

⑥見守り事業 ○個別相談以降、訪問あるいは電話連絡で事前登録障害者

（児）と信頼関係を構築する。その上で地域定着支援サービ

ス（個別給付）の利用に繋げる。 

○当該年度の支援は２3人の実支援対象に対し、電話が 670回、

家庭訪問が 252 回、来所が 96回等となっている。来所が減少

している反面、電話や訪問対応が大幅に増加。福祉サービスでの

対応が困難な事案も多く、事実行為的な対応が増加傾向にある。 

○見守り事業が拠点事業の柱となりつつある。その反面、マ

ンパワー不足がみられることから、来年度事業では相談支援

専門員の拡充を検討する必要がある。 


